
第３編 地区別アクションプラン 
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第１章 松田地区アクションプラン 

１．松田地区の現状と課題 

（１）地区の概況 
松田地区は本町の南部に位置しており、

松田駅や新松田駅を中心に本町の中心的
な市街地と周辺の住宅地で形成された地
区とその北側には松田⼭の自然環境豊か
な 丘 陵 地 が 広 が る 地 区 で す 。 面 積 は
1083.1ha で、町域の 28.7%を占めています。 

市街地は、町役場をはじめとする公共公
益施設や医療施設、商業・業務施設が集積
するなど、町⺠生活の中心的な役割を果た
す地区となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
松田地区の人口は 2020 年で 9,031 人と、町全体の約 83%を占めています。2000 年と比較する

と、1,229 人・12.0%の減少となります。世帯数は 2020 年で 3,842 世帯と増加傾向にあります。
1 世帯あたりの人員は年々減少しており、2020 年で 2.35 人/世帯となっています。 
■松田地区の人口・世帯の推移（国勢調査） 

 
 

松田地区 

■地区区分図 
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（２）地区住⺠の意向 

①住みやすさ（松田地区） 
松田地区においては、73.0％が「とても住みよい」「どちらかと言えば住みよい」と回答してお

り、住みやすい理由は、豊かな自然環境と交通の便利さがあげられます。 
一方で住みにくい理由は、町内での買い物やスーパー等の不足など、日常生活の不便さがあげ

られます。 
 

■松田地区の住みやすさ 

 
 
 
 
 
 

 ■松田地区の住みよい理由           ■松田地区の住みにくい理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②⼒を入れるべきまちづくりの取組（松田地区） 
 力を入れるべきまちづくりの取組につい

て、松田地区では、「暮らし・基盤」が 29.5％
と最も多く、良好な市街地や住宅地の形成が
求められています。 
  

持続的に発展し、豊かな暮らし
を育むまち【暮らし・基盤】

誰もが健康で思いやりのある暮
らしを育むまち【健康・福祉】

賑わいと雇用を生み出し、働き
がいを育むまち【経済・産業】

自然と共生し、安全・安心な
環境を育むまち【自然・環境】

質の高い学びで次代の担い手と
文化を育むまち【教育・文化】

みんなで協力し、みんなの力を
育むまち【実現手段】

29.5%

21.4%

16.8%

15.9%

6.4%

2.3%

0% 20% 40%
■力を入れるべきまちづくりの取組 

 

自然環境が悪いから

自分の家（土地）がないから

子育て環境が不十分だから

地域や近所づきあいが良くないから

道路や公共下水道など都市基盤が整備されていないから

福祉の支援が充実していないから

教育環境が整っていないから

町内で⽇常の買い物ができないから

スーパーマーケットなどの大型店や専門店がないから

交通の便が悪いから

地域の防災・防犯体制が不十分だから

その他

1.5%

4.1%

9.8%

12.4%

17.5%

12.9%

6.2%

73.2%

88.1%

24.7%

9.3%

12.9%

0% 50% 100%

自然環境が悪いから

自分の家（土地）がないから

子育て環境が不十分だから

地域や近所づきあいが良くないから

道路や公共下水道など都市基盤が整備されていないから

福祉の支援が充実していないから

教育環境が整っていないから

町内で⽇常の買い物ができないから

スーパーマーケットなどの大型店や専門店がないから

交通の便が悪いから

地域の防災・防犯体制が不十分だから

その他

1.9%

3.7%

8.8%

13.0%

19.0%

13.4%

6.0%

73.6%

86.6%

27.8%

9.7%

13.0%

0% 50% 100%

豊かな自然環境に恵まれているから

自分の生まれ育ったところだから

子育て環境が整っているから

地域や近所づきあいが良好だから

道路や公共下水道など都市基盤が整備されているから

福祉の支援が充実しているから

教育環境が整っているから

⽇常の買い物がしやすいから

交通が便利だから

地域の防災・防犯体制が充実しているから

その他

73.1%

33.1%

9.7%

25.8%

15.5%

12.4%

5.4%

10.3%

62.5%

4.6%

4.2%

0% 50% 100%
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２．松田地区のまちづくりの方向性と取組 
（１）まちづくりの方向性 

松田地区においては、まちの将来像「いのち“育み” 未来へ“ツナグ” 進化“つづける”故郷」を実
現するため、住みよさの資源である交通の利便性や豊かな自然環境を生かした魅力づくりに取り
組みます。「新松田駅・松田駅周辺のまちづくりプロジェクト」「地域資源のブランド化プロジェ
クト」に位置づけた取組に重点的に取り組むとともに、その他の取組とも連携しながら、松田地
区の魅力づくりに取り組みます。 
 

■松田地区の役割とまちづくりの方向性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

■取組の位置づけ 

位置づけ 具体的な取組 

新松田駅・ 
松田駅周辺の 
まちづくり 
プロジェクト 

・新松田駅北口周辺整備の促進 
・松田駅北口周辺整備の検討 
・効果的な交通施策の推進と新たな交通施策の推進 
・新松田駅南口駅周辺道路の整備 
・新松田駅南口駅前広場等整備 
・おもてなし・お休み処「つむ GO」の利活⽤ 
・路線バスの運⾏維持対策の推進 
・⺠間住宅の建設促進、良好な住宅宅地開発の誘導 
・生活環境を向上させる歩⾏空間の確保 
・新松田駅前等の基盤整備事業に伴う商店街の活性化についての支援 
・足柄上商工会、地元商店街と連携した消費拡大の促進 
・スーパー及びコンビニエンスストアの誘致 
・店舗リノベーション支援補助制度の活⽤促進 

地域資源の 
ブランド化 
プロジェクト 

・松田山の保全の推進 
・松田山の利活⽤の推進 
・新たな観光資源の創造・発掘・活⽤ 
・⻄平畑公園及び松田山ハーブガーデン活⽤促進 
・パークゴルフ場の活⽤促進 
・コスモス館等での地元農産物の消費拡大の支援 
・⺠間の観光事業者との連携 

その他 

・下水道事業の推進と経営基盤の強化 
・ハイキングコース・遊歩道の整備・維持修繕 
・ふるさと鉄道活⽤促進 
・子どもの館及び自然館の利⽤促進 
・公園・児童遊園地等の遊具整備・維持管理 

  

まちの将来像を実現するための松田地区の役割 
 まちの将来像 

－笑顔あふれる幸せのまち 松田－ 

松田地区の役割 
 

 

新松田駅・松田駅周辺 
のまちづくり 
プロジェクト 

地域資源の 
ブランド化 

プロジェクト 
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（２）取組方針図 

※太字＝まちづくり戦略プロジェクトに位置づけられた取組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松田駅・新松田駅周辺の商業ゾーン 
・新松田駅前等の基盤整備事業に伴う商店街の

活性化についての支援 

・足柄上商工会、地元商店街と連携した消費拡大

の促進 

・スーパー及びコンビニエンスストア誘致 

・店舗リノベーション支援補助制度の活用促進 

住宅ゾーン・複合ゾーン 
・民間住宅の建設促進、良好な住宅宅地開発の

誘導 

・路線バスの運行維持対策の推進 

・下水道事業の推進と経営基盤の強化 

・公園・児童遊園地等の遊具整備・維持管理 

松田山周辺 
・松田山の保全の推進 

・松田山の利活用の推進 

・新たな観光資源の創造・発掘・活用 

・西平畑公園及び松田山ハーブガーデ

ン活用促進 

・民間の観光事業者との連携 

・ハイキングコース・遊歩道の整備・維

持修繕 

・ふるさと鉄道活用促進 

・子どもの館及び自然館の利用促進 

パークゴルフ場 
・パークゴルフ場

の活用促進 

松田駅・新松田駅周辺 
・新松田駅南口駅前広場等整備 

・新松田駅南口駅周辺道路の整備 

・新松田駅北口周辺整備の促進 

・松田駅北口周辺整備の検討 

・効果的な交通施策の推進と新たな交通

施策の推進 

・おもてなし・お休み処「つむ GO」の利

活用 

・生活環境を向上させる歩行空間の確保 

コスモス館 
・コスモス館等での地元農

産物の消費拡大の支援 



第２部 後期まちづくりアクションプログラム 
 

224 

 

第２章 寄地区アクションプラン 

１．寄地区の現状と課題 

（１）地区の概況 
寄地区は、本町の北部に位置しており、

丹沢⼭系の⼭々と点在する集落から成る
地区です。1973 年には自然休養村に指定さ
れ、自然景観と調和した落ち着いた街並み
が形成されています。面積は 2691.4ha で、
町域の 71.3%を占めています。 

また、寄ロウバイ園や寄七つ星ドッグラ
ンなどの観光資源とともに、中津川沿いの
桜並木や茶畑による美しい景観を有して
います。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
寄地区の人口は 2020 年で 1,805 人と、町全体の約 17%となっています。人口減少が続いてお

り、2000 年と比較すると、922 人・33.8%の減少となっています。世帯数は、2020 年で 730 世帯
となっており、減少傾向を示しています。1 世帯あたりの人員も減少傾向を示しており、2020 年
で 2.47 人/世帯となっています。 
■寄地区の人口・世帯の推移（国勢調査） 

 
 

寄地区 

■地区区分図 
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（２）地区住⺠の意向 

①住みやすさ（寄地区） 
寄地区においては、55.1％が「とても住みよい」「どちらかと言えば住みよい」と回答しており、

「住みにくい」「どちらかと言えば住みにくい」は 36.6％と、住みよい意向が⾼くなっています。 
住みやすい理由は、豊かな自然環境と近所づきあいがあげられ、一方で住みにくい理由は、交

通の不便さや町内での買い物、スーパー等の不足など、日常生活の不便さがあげられます。 
 

■寄地区の住みやすさ 

 
 
 
 
 
 

■寄地区の住みよい理由           ■寄地区の住みにくい理由 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②⼒を入れるべきまちづくりの取組（寄地区） 
力を入れるべきまちづくりの取組につい

て、寄地区では、「健康・福祉」と「自然・
環境」がともに 24.2％と最も多く、松田地区
と比較すると、この２つの項目の回答割合が
⾼くなっています。 

 
  

自然環境が悪いから

自分の家（土地）がないから

子育て環境が不十分だから

地域や近所づきあいが良くないから

道路や公共下水道など都市基盤が整備されていないから

福祉の支援が充実していないから

教育環境が整っていないから

町内で⽇常の買い物ができないから

スーパーマーケットなどの大型店や専門店がないから

交通の便が悪いから

地域の防災・防犯体制が不十分だから

その他

2.8%

0.0%

12.7%

11.3%

15.5%

11.3%

7.0%

66.2%

69.0%

83.1%

14.1%

8.5%

0% 50% 100%

豊かな自然環境に恵まれているから

自分の生まれ育ったところだから

子育て環境が整っているから

地域や近所づきあいが良好だから

道路や公共下水道など都市基盤が整備されているから

福祉の支援が充実しているから

教育環境が整っているから

⽇常の買い物がしやすいから

交通が便利だから

地域の防災・防犯体制が充実しているから

その他

86.9%

35.5%

3.7%

52.3%

13.1%

6.5%

2.8%

0.9%

1.9%

6.5%

1.9%

0% 50% 100%

■力を入れるべきまちづくりの取組 
 

質の高い学びで次代の担い手と
文化を育むまち【教育・文化】

誰もが健康で思いやりのある暮
らしを育むまち【健康・福祉】

自然と共生し、安全・安心な
環境を育むまち【自然・環境】

持続的に発展し、豊かな暮らし
を育むまち【暮らし・基盤】

賑わいと雇用を生み出し、働き
がいを育むまち【経済・産業】

みんなで協力し、みんなの力を
育むまち【実現手段】

24.2%

24.2%

21.6%

12.9%

4.1%

3.6%

0% 20% 40%
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２．寄地区のまちづくりの方向性と取組 

（１）まちづくりの方向性 
寄地区においては、まちの将来像「いのち“育み” 未来へ“ツナグ” 進化“つづける”故郷」を実現

するため、住みよさの資源である豊かな自然環境や地区の交流を生かした魅力づくりに取り組み
ます。「地域資源のブランド化プロジェクト」に位置づけた取組に重点的に取り組むとともに、そ
の他の取組とも連携しながら、寄地区の魅力づくりに取り組みます。 
 

■寄地区の役割とまちづくりの方向性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■取組の位置づけ 

位置づけ 具体的な取組 

地域資源の 
ブランド化 
プロジェクト 

・農泊や体験事業の推進 
・寄七つ星ドッグラン＆カフェ（ふれあい農林体験施設）の活⽤推進 
・寄ロウバイ園の活⽤推進 
・スポーツツーリズムの推進 
・森林資源の活⽤ 
・木質バイオマス事業化の推進 

その他 

・森林整備の推進 
・移動販売業者への経営支援 
・ハイキングコース・遊歩道の整備・維持修繕 
・旧安藤邸の活⽤促進 
・寄自然休養村管理センター等の活⽤推進 
・合併処理浄化槽整備の推進 
・町有地等の利活⽤の促進 
・効果的な交通施策の推進と新たな交通施策の推進 

  

まちの将来像を実現するための寄地区の役割 
 まちの将来像 

－笑顔あふれる幸せのまち 松田－ 

寄地区の役割 
 

 

地域資源の 
ブランド化 

プロジェクト 
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（２）取組方針図 

※太字＝まちづくり戦略プロジェクトに位置づけられた取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寄七つ星ドッグラン＆カフェ 
・寄七つ星ドッグラン＆カフ

ェ（ふれあい農林体験施設）

の活用推進 

寄ロウバイ園 
・寄ロウバイ園の活用推進 

森林保全ゾーン 
・森林資源の活用 

・木質バイオマス事業化の

推進 

・ハイキングコース・遊歩道

の整備・維持修繕 

・森林整備の推進 

郊外居住ゾーン 
・農泊や体験事業の推進 

・町有地等の利活用の促

進 

・効果的な交通施策の推

進と新たな交通施策の

推進 

・旧安藤邸の活用促進 

・移動販売業者への経営

支援 

・合併処理浄化槽整備の

推進 

寄⾃然休養村管理センター 
・スポーツツーリズムの推進 

・寄自然休養村管理センター

等の活用推進 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４編 計画の推進 
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第１章 進行管理の考え方 
 
「松田町第６次総合計画」を計画的に推進していくためには、8 年後のビジョンを明確にし、計

画期間４年間のアクションプログラムに掲げる施策にしっかりと取り組んだ上で、その結果につ
いて検証し、計画期間８年間の基本構想・基本計画に掲げる目標・方針が達成されるよう、絶え
ず修正や改善を行っていく必要があります。また、計画の進捗にあたっては、町⺠への説明責任
が果たせるよう取組の進捗状況を明らかにしていく必要があります。 

そのため、アクションプログラムは、目標・方針の実現化に向けた実行計画としての役割もあ
ることから、今後、本計画の進行管理として、PDCA サイクルを導入し、本計画（PLAN）に基
づく施策・事業の実施（DO）、取組の進捗状況や目標指標の達成状況等については毎年度評価・
検証（CHECK）を行い、必要に応じて４年ごとに計画への反映・見直し（ACT）を行います。 

また、松田町自治基本条例に掲げるまちづくりの基本原則である「情報共有」、「参加」、「協働・
連携協力」の考え方に基づき、PDCA サイクルの各段階で町⺠が参画できる仕組みを取り入れな
がら、町⺠と行政が一体となって計画を推進します。 

 ■PDCA サイクルと町⺠との関わりのイメージ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■進行管理の流れ 
 （基本構想策定から）   ４年後              8 年後 

計画       

事業実施      

評価・検証      

反映・改善      
  

施策の進捗状況 

目標指標の達成状況 

の評価・検証 

【町民の関わり】 

・施策の進捗に係る

町民意向の把握 

・進捗状況の情報共有 

計画に基づく 

施策・事業の実施 

【町民の関わり】 

・協働・連携協力によ

る事業実施 

・まちづくり座談会の

定期的な実施 

計画の策定及び見直し 

【町民の関わり】 

・町民アンケート調査 

・各団体・事業者等へ

の意向調査 

・まちづくり座談会に

よる地域意向の把握 

施策・事業の改善 

【町民の関わり】 

・個別の事業実施・

見直し段階での町

民意向の把握 

・改善方針等の情報

発信 
PLAN
計画

DO
事業実施

CHECK
評価・検証

ACT
反映・改善

基本計画の見直し、後期まちづくりアクションプログラムの策定 
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第２章 財政推計 
 

１．目的 
松田町が未来に描く将来像を見据えて『松田町第６次総合計画』の基本計画を見直し、後期ま

ちづくりアクションプログラムを策定するにあたり、その基盤となる財政状況を令和８年度まで
推計することで、持続可能な財政運営を図るものです。 

 

２．推計方法 
令和５年度の地方財政制度を基準として基礎数値を算定し、人口の推移や今後開始される事業・

完了になる事業の増減を反映させることで推計値としています。 
なお、推計値の算定に必要な人口は、『松田町まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総合戦

略』に基づく人口推計を採用しています。 
 

３．推計値 
（単位：百万円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

決 算

3,800 3,614 3,778 3,428 3,440 3,375

町税 1,564 1,527 1,509 1,486 1,484 1,482

譲与税・交付金 399 366 385 380 380 380

地方交付税 1,317 1,085 1,300 1,173 1,187 1,124

繰入金 0 125 210 0 0 0

その他収入 348 381 334 289 289 289

臨時財政対策債等 172 130 40 100 100 100

3,353 1,896 1,412 1,295 1,450 1,570

国県支出金 2,101 1,059 929 933 1,030 1,070

普通債 1,051 525 206 145 245 305

その他特定財源 201 312 277 217 175 195

7,153 5,510 5,190 4,723 4,890 4,945

3,786 3,491 3,606 3,538 3,550 3,485

人件費 1,007 1,053 1,071 1,042 3,550 1,027

扶助費 852 681 739 740 3,550 740

公債費 378 427 436 436 3,550 466

管理的経費・予備 1,132 906 925 890 3,550 849

繰出金 417 424 435 430 3,550 403

2,841 2,019 1,584 1,185 3,550 1,460

6,627 5,510 5,190 4,723 3,550 4,945

歳
 
出

⼀般的行政経費

内
 
訳

政策的経費
歳出 合計

歳
 
入

⼀般財源

内
 
訳

特定財源
内
 
訳

歳入 合計

区 分
当 初 予 算 予 算（推計値）

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度Ｒ５年度
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 ■財政用語の解説 
⼀般財源 使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源。町税、地方譲与税、

地方交付税など。 
地方交付税 地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体に一定の⾏政サービスを

実施するための財源を保障するという見地から、国税として国が徴収した財源を、一定の
合理的基準によって地方公共団体に再配分する交付金。普通交付税と災害等特別の事情に
応じて交付される特別交付税がある。 

臨時財政対策債 地方交付税の交付原資の不足に伴い、地方交付税に代わる地方一般財源として発⾏可能と
なった、特例的な地方債。 

特定財源 その使途が特定されている財源。国県支出金、地方債（普通債）、分担金、負担金、使用
料、手数料など。 

⼀般的行政経費 人件費や扶助費、公債費といった義務的経費に、特別会計への繰出金や管理的経費などを
含めた経費。 

政策的経費 道路・橋りょうや学校等、公共又は公用施設の新増設等の建設事業に要する経費である『普
通建設事業費』やさまざまな団体等への負担金や補助金、報償費等の『補助費等』。 
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１ 松田町のまちづくり年表 
 
 
 
 
 

  

1979(昭和５４年) 

1973 (昭和４８年) 

1969(昭和４４年) 

1968 (昭和４３年) 

1957(昭和３２年) 

1955 (昭和３０年) 

1944(昭和１９年) 

1934(昭和 9 年) 

1931(昭和 6 年) 

1927(昭和 2 年) 

1923(大正１２年) 

1909 (明治４２年) 

1889(明治２２年) 

1875(明治 8 年) 

町の花「コスモス」、町の木「ナンテン」を制定 

寄地区が「自然休養村」の指定を受ける 

東名高速道路が開通 

町章を制定、千葉県光町と姉妹町になる 

小田急ロマンスカー、「いもむし」特急就行 

松田町と寄村が合併し新町が誕生 

横浜から学童疎開の児童を受け入れ 

丹那トンネルが開通 

松田で公認競馬を開催 

小田急全線開通新松田駅が開業 

関東大震災で壊滅的被害 

町制を施行して松田町が誕生 

松田惣領、松田庶子、神山村が合併し松田村となる 

寄地区の 7 か村が合併して寄村となる 

町の樹「桜」 

町の鳥「セグロセキレイ」 

町の花「コスモス」 

町の木「ナンテン」 



 

235 

資 

料 

編 

１ 

松
田
町
の
ま
ち
づ
く
り
年
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2019(平成３１年) 

2018 (平成３０年) 

2017(平成２９年) 

2016(平成２８年) 

2015 (平成２７年) 

2009 (平成２１年) 

2007(平成１９年) 

2006(平成１８年) 

1999(平成１１年) 

1997 (平成 9 年) 

1989 (平成元年) 

町制施行１１０周年、松田町第 6 次総合計画スタート 

松田町自治基本条例施行、 
横芝光町と姉妹町交流５０周年による 
新たな調印式 

寄七つ星ドッグラン＆寄七つ星カフェがグランドオープン 

松田町ふるさと大使に渡辺元智氏が就任 

松田町・寄村合併６０周年、 
松田町ふるさと大使に北川大介氏と山崎一氏が就任 

町制施行１００周年、 
記念誌「松田百年」発刊、 
町の樹（き）「サクラ」を制定 

台風 9 号直撃、十文字橋落橋 

横芝光町と姉妹町調印式(光町と横芝町が合併し、新しく横芝光町に)、役場新庁舎完成 

第 1 回まつだ桜まつり開催 

まちづくり条例施行 

町制施行 80 周年、町民憲章制定、 
町の鳥「セグロセキレイ」制定、町の音制定 

《松田町のまちづくり年表はこれからも続きます》 

2021 (令和 3 年) 松田町が SDGｓ未来都市に選定される（神奈川県内町村初） 
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３ 基本計画見直し・後期まちづくりアクションプログラム策定経過 
 

時 期 内  容 

2022 年５月〜６月 まちづくり町⺠アンケート調査 

2022 年５月 31 ⽇ 

松田町総合計画審議会 ＜第 1 回＞ 
・松田町第６次総合計画に係る取組の進捗状況及び評価について 
・松田町第６次総合計画に係る基本計画見直し・後期まちづくり

アクションプログラム策定について 

2022 年６月〜７月 関係団体アンケート調査 

2022 年６月 25 ⽇ 第 1 回まつだ子どもカフェ 

2022 年７月３⽇ 地域座談会＜中丸地区・城山地区＞ 

2022 年９月２⽇ 
松田町総合計画審議会 ＜第 2 回＞ 
・各種結果報告について 
・後期まちづくりアクションプログラムの見直し方針について 

2022 年 10 月 10 ⽇ 第 2 回まつだ子どもカフェ 

2022 年 10 月 15 ⽇ 町政懇話会＜寄地区・松田地区＞ 

2022 年 10 月〜11 月 子育て世帯への意見募集 

2022 年 11 月 16 ⽇ 

松田町総合計画審議会 ＜第 3 回＞ 
・松田町第６次総合計画に係る取組の進捗状況及び評価について 
・各種結果報告について 
・松田町第６次総合計画 基本計画見直し及び後期まちづくりアク

ションプログラム策定（素案）について 

2022 年 12 月 11 ⽇ 第 3 回まつだ子どもカフェ 

2022 年 12 月 16 ⽇ 
〜2023 年１月 16 ⽇ 

松田町第６次総合計画基本計画見直し及び後期まちづくりアクシ
ョンプログラム策定（素案）パブリックコメント 

2023 年２月 17 ⽇ 

松田町総合計画審議会 ＜第 4 回＞ 
・前回審議会までの振り返り 
・パブリックコメントの募集結果について 
・松田町第６次総合計画 基本計画見直し及び後期まちづくりアク

ションプログラム策定（案）について 

2023 年３月９⽇ 松田町総合計画審査特別委員会 審査 

2023 年３月 13 ⽇ 令和５年第１回松田町議会定例会 
松田町第６次総合計画「基本計画」の見直しについて 議決 
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４ 松田町総合計画審議会 

（１）松田町総合計画審議会条例 

（昭和 43 年 12 月 27 日条例第 27 号） 
 改正 平成 10 年３月 25 日条例第 11 号  平成 11 年９月 17 日条例第 10 号 
    平成 19 年３月 30 日条例第３号  平成 23 年６月 15 日条例第 13 号 
    平成 26 年７月 25 日条例第８号  

 
（目的） 
第１条 この条例は、松田町の⻑期かつ総合的な目標を計画策定し、松田町の発展を期するとと

もに住⺠福祉の向上に寄与するための松田町総合計画審議会（以下「審議会」という。）を設置
し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 
第２条 審議会は、町⻑の諮問に応じて、松田町総合計画の策定、その他、その実施に関して、

必要な調査及び審議を行う。 
（組織） 
第３条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 
２ 委員は、次の各号に掲げる者について町⻑が任命する。 

（１） 町の区域内の教育、農林業等の各種団体の代表 ８人以内 
（２） 学識経験を有する者 ４人以内 
（３） 公募による者 ３人以内 

（委員の任期） 
第４条 委員の任期は、3 年とする。ただし、後任者が任命されるまで在任する。 
２ 委員は、再任することができる。 
３ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（会⻑及び副会⻑） 
第５条 審議会に会⻑及び副会⻑ 1 人を置く。 
２ 会⻑は、委員の互選によって定める。 
３ 会⻑は、会議を総理し、審議会を代表する。 
４ 副会⻑は、委員のうちから会⻑が命ずる。 
５ 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるとき、⼜は会⻑が欠けたときは、その職務を代

理する。 
（会議） 
第６条 審議会の会議は、会⻑が招集する。 
２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会⻑の決するところによる。 
（庶務） 
第７条 審議会の庶務は、政策推進課において処理する。 
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第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会⻑が審議会にはか
って定める。 

 
附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
 

附 則（平成 10 年３月 25 日条例第 11 号）抄 
（施行期日） 
１ この条例は、平成 10 年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成 11 年９月 17 日条例第 10 号） 
（施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 
２ この条例施行の際、改正前の条例の規定により任命された委員については、この条例により

任命されたものとみなし、その任期満了まで在任する。 
 

附 則（平成 19 年 3 月 30 日条例第 3 号） 
（施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
（松田町部設置条例の廃止） 
２ 松田町部設置条例（平成 10 年松田町条例第 11 号）は、廃止する。 
（松田町議会委員会条例の一部を改正する条例） 
３ 松田町議会委員会条例（昭和 62 年松田町条例第 17 号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
（松田町総合計画審議会条例の一部を改正する条例） 
４ 松田町総合計画審議会条例（昭和 43 年松田町条例第 27 号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
（松田町都市計画審議会条例の一部を改正する条例） 
５ 松田町都市計画審議会条例（平成 12 年松田町条例第 3 号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
（松田町第⼆東名自動車道事業対策委員会条例の一部を改正する条例） 
６ 松田町第⼆東名自動車道事業対策委員会条例（平成 5 年松田町条例第 22 号）の一部を次のよ

うに改正する。 
〔次のよう〕略 

（松田町交通指導隊設置条例の一部を改正する条例） 
７ 松田町交通指導隊設置条例（昭和 44 年松田町条例第 14 号）の一部を次のように改正する。
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〔次のよう〕略 

（松田町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例） 
８ 松田町特別職報酬等審議会条例（昭和 46 年松田町条例第 27 号）の一部を次のように改正す

る。 
〔次のよう〕略 

（松田町水道事業等に関する設置条例の一部を改正する条例） 
９ 松田町水道事業等に関する設置条例（昭和 43 年松田町条例第 10 号）の一部を次のように改

正する。 
〔次のよう〕略 

 
附 則（平成 23 年６月 15 日条例第 13 号） 

この条例は、平成 23 年 10 月１日から施行する。 
 

附 則（平成 26 年７月 25 日条例第８号） 
この条例は、平成 26 年 10 月１日から施行する。 
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（2）松田町総合計画審議会委員名簿 

（敬称略） 

役 職 氏   名 団 体 等 

会 ⻑ 古舘 信生 学識経験者 

副会⻑ 鈴木 眞徳 有功者会 

委 員 吉田 輝夫 農業委員会 

委 員 石川 純一 教育委員会 

委 員 平原 有郎 自治会⻑連絡協議会（松田地区） 

委 員 中津川 定雄 自治会⻑連絡協議会（寄地区） 

委 員 吉崎 なつき ⺠生委員児童委員協議会 

委 員 武尾 哲治 商工振興会 

委 員 秋田谷 光彦 観光協会 

委 員 和田 千春 学識経験者（松田中学校ＰＴＡ） 

委 員 糟谷 健吾 学識経験者（松田⼩学校ＰＴＡ） 

委 員 吉川 久代 学識経験者（保育事業者） 

委 員 ⼩池 正 公募 

委 員 守屋 孝幸 公募 
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（3）諮問・答申 

①諮問書 
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②答申書 
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５ 松田町の現状と将来の見通し ※中間見直し時 

１．人口・世帯数等 

（１）総人口・総世帯数の推移 
国勢調査人口では１９９５年の１３,２７０人をピークに減少し２０２０年には１０,８３６人と

なっています。一方、世帯数は２００５年に４,５０５世帯に達したもののその後は横ばいとな

っていましたが、２０２０年には４,５７２世帯とやや増加に転じています。このため、一世帯

あたりの人口は１９９０年の３.３１人から２０２０年には２.３７人まで減少しており、核家族化、

単身世帯や少人数世帯の増加の傾向が顕著です。 

 
人口・世帯の推移（国勢調査・1990〜2020 年） 
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（２）年齢別人口の推移 
年齢３区分別人口をみると、２０００年から２０２０年にかけて１５～６４歳の生産年齢人口

割合が減少する一方、６５歳以上の老年人口割合は増加を続けており、２０２０年には３人に

１人が６５歳以上となっています。１５歳未満の年少人口も減少傾向にありますが少子化の

速度はやや鈍化しつつあり、人口ピラミッドでは男性の０～４歳人口に回復の兆しがみられ

ます。このため、今後も若い子育て世帯の定住支援などに一層取り組んでいくことが求めら

れます。 

 
年齢別人口の推移（国勢調査・2000〜2020 年） 

 

 
人口ピラミッド（国勢調査・2020 年） 
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（３）地区別人口の推移 
国勢調査により松田町の４つの地区別の人口・世帯数をみると、２０１０年から２０１５年に

かけて人口はいずれの地区も減少していましたが、松田惣領地区と神山地区は２０２０年に

かけてやや増加に転じています。一方、松田庶子地区と寄地区は人口減少が続いており、こ

れらの地区では世帯数も減少しています。なお、松田惣領地区と神山地区では人口に比べ

て世帯数の伸びが大きく、核家族化や単身世帯の増加が進んでいるとみられます。 

 

 

 
地区別人口・世帯数の推移（国勢調査・2010〜2020 年） 

 
  

人 口 2010年人口 2015年人口 2020年人口
直近５年の
増減率(%)

松田庶子 2,519 2,407 2,290 ▲4.9%
松田惣領 5,896 5,838 5,867 0.5%

神山 930 860 874 1.6%
寄 2,331 2,066 1,805 ▲12.6%
計 11,676 11,171 10,836 ▲3.0%

世帯数 2010年世帯数 2015年世帯数 2020年世帯数
直近５年の
増減率(%)

松田庶子 920 917 915 ▲0.2%
松田惣領 2,408 2,383 2,572 7.9%

神山 343 333 355 6.6%
寄 762 773 730 ▲5.6%
計 4,433 4,406 4,572 3.8%
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（４）人口推計と国勢調査等（実績）の比較 
松田町の人口は減少局面にあり、国立社会保障・人口問題研究所による２０４０年の松田

町の人口は、２０１０年基準で７,０５５人、２０１５年基準でも７,３６４人となる予測されてい

ます。これを受け、２０１６年に策定した「松田町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦

略」では、合計特殊出生率の向上や社会減の抑制に積極的に取り組むことにより２０４０年

に１０,０００人を維持する目標人口を掲げています。 

第６次総合計画では、この人口ビジョンの目標人口を踏まえ、本計画の目標年次である 

２０２６年に人口１０,４００人を目標として設定しました。 

国勢調査によれば、２０２０年の本町の人口は１０,８３６人であり人口ビジョンによる推計

値１０,７３２人を上回って推移していますが、２０２２年１０月１日現在の住民基本台帳人口

では１０,４７７人となっていることから、後期まちづくりアクションプログラムにおいても引

き続き人口減少対策に注力していく必要があります。 

 
将来目標人口と国勢調査（実績）の比較（人口ビジョン、国勢調査・1985〜2020 年） 
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（５）将来目標人口達成に向けた取組と実績 
将来目標人口の２０２２年中間目標と直近（２０２３年１月１日）の人口を年齢構成別で比較

すると、６４歳以下は目標を下回る一方、６５歳以上は目標を上回っており、想定より早いペ

ースで人口減少と少子高齢化が進んでいます。 

将来目標人口達成に向けた３つの取組（合計特殊出生率の向上、社会減の抑制、宅地・住

宅地供給）の実績をみると、宅地・住宅地については２０１９年から２０２１年の３年間で専用

住宅が８１戸、共同住宅が２９戸供給されています。社会増減は、２０１９年以降、年により増

減しているものの、ここ４年間の合計では転出が転入をやや上回り社会減となっています。 

合計特殊出生率の向上については、２０１９年は１.１５、２０２０年には１.０８と目標を大き

く下回っており、チルドレンファーストのまちづくりを一層推進していく必要があります。 

 

■将来目標人口、年齢構成別人口の設定 
 2015 年（実績値） 2022 年（中間目標） 2026 年（最終目標） 

将来目標人口 11,171 人 10,600 人 10,400 人 
 

 2015 年実績※１ 2022 年中間目標 ２０２３年実績※２ 目標との差 

将来目標人口 11,171 人 10,600 人 10,474 人 -126 人 
0～14 歳 1,118 人 1,100 人 976 人 -124 人 

15～64 歳 6,553 人 6,000 人 5,762 人 -238 人 
65 歳以上 3,496 人 3,500 人 3,611 人 +111 人 
年齢不詳 4 人 ―   125 人 ―   

※１…国勢調査（２０１５年１０月１日現在）、※２…神奈川県年齢別人口統計調査（２０２３年１月１日現在） 

 
 
 
 
 
  

【参考】目標人口 10,000 人の政策展開イメージ 
（松田町まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総合戦略より） 

※図中の推計人口は、人口ビジョン策定時の「日本の地域別将来推計人口
（平成 25 年 3 月推計、国立社会保障・人口問題研究所）」による 

合計特殊出生率 

＜建築された家屋の戸数＞ 
・２０１９年は専用住宅２０戸、共同住宅４戸 

・２０２０年は専用住宅２９戸、共同住宅２１戸 

・２０２１年は専用住宅３２戸、共同住宅４戸 

・２０１９年は５８人増（転入１,０４０、転出９８２） 

・２０２０年は１０３人減（転入４７０、転出５７３） 

・２０２１年は８５人減（転入５５８、転出６４３） 

・２０２２年は２３人増（転入８８４、転出８６１） 

・２０１９年は１．１５（目標の１．２３に対し‐０．０８） 

・２０２０年は１．０８（目標の１．３２に対し‐０．２４） 

社会増減 

宅地・住宅地 

■近年の実績 
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２．産業 

（１）産業別就業者数の推移 
国勢調査から松田町の産業別就業者数をみると、農林漁業等の第 1 次産業が減少する一

方、サービス業等の第３次産業が増加する傾向が続いており、２０２０年には６９.１％が第３

次産業に従事しています。 

 

 
産業別就業者割合の推移（国勢調査・2000〜2020 年） 
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（２）農業 
農業の耕地面積、農家戸数ともに減少傾向にあり、２０００年から２０２０年にかけて農家

戸数は４割近く減少しています。 

 
※2020 年農林業センサスでは一定規模以上の生産活動を⾏う農林業経営体という単位で調査・集計を

⾏っているため、この 102 の農業経営体による経営耕地総面積を耕地面積として計上しています。 
※2020 年の農家⼾数は⼩規模（10ha 以上 30ha 未満）で農業を営む世帯又は前年の農産物販売金額が

年間 15 万円以上あった世帯を含みます。 
耕地⾯積と農家⼾数の推移（農林業センサス・1995〜2020 年） 

 
 

農業産出額をみると、２０１４年から２０１７年にかけて、主に果実の伸びにより増加してい

ましたが、農業従事者の高齢化や担い手不足、収益性が低いことによる離農など様々な要

因により、２０１８年以降、農業産出額は大きく減少しています。 

 
農業産出額（推計）の推移（農林水産省 市町村別農業産出額・2014〜2020 年） 
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（３）商業 
商業に関しては、２００７年から２０１２年にかけて商店数、従業者数、商品販売額ともに大

きく減少しています。これは統計調査が商業統計から経済センサスに変わり、調査方法等の

違いから結果として集計対象等が異なっていることも影響していると考えられますが、 

２０１６年にかけても減少傾向は続いています。 
 

 

商品販売額等の推移（商業統計・1999〜2016 年 ※2012 年以降は経済センサス） 
 

（４）工業 
工業に関して、２０１３年から２０２０年にかけて事業所数は減少から横ばいですが、特定

企業の業績好調により、製造品出荷額は改善してきており、従業者数も増加に転じつつあり

ます。 

 
※工業統計調査は 2014 年結果までは 12 月 31 ⽇現在で実施されましたが、2016 年結果は 6 月 1 ⽇現

在で実施された経済センサス活動調査から神奈川県が工業統計分を独自に集計し、2017 年以降は 6
月 1 ⽇現在の工業統計調査として実施されています。 

製造品出荷額等の推移（神奈川県工業統計・2013〜2020 年）  
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３．⼟地利⽤・都市基盤等 

（１）土地利用 
松田町の土地利用は課税地の約５５％が山林であり、次いで約２０％が田畑、宅地が約 

１２％となっています。２０１５年以降、宅地の増加は一段落しつつあり、田畑も減少するなか

で、山林がやや増加しています。 
 

 

   
地目別土地利用の推移（固定資産概要調書・2015〜2019 年）※前年比で赤字は増加、⻘字は減少 

 

 

（２）交通 
松田町には小田急小田原線新松田駅とＪＲ御殿場線松田駅があり、年間の鉄道乗車人員

は新松田駅が４５０万人、松田駅が１２０万人程度で推移していましたが、２０１９年度以降は

新型コロナによる移動制限などで大幅な落ち込みがみられます。 

 

鉄道乗車人員の推移（神奈川県勢要覧・2016〜2020 年） 
  

（km²） 田 畑 山林 原野 宅地 その他 非課税地 総⾯積
2015年 0.138 2.233 6.354 0.264 1.447 1.141 26.174 37.75
2016年 0.137 2.230 6.337 0.254 1.434 1.141 26.217 37.75
2017年 0.133 2.224 6.344 0.254 1.438 1.142 26.215 37.75
2018年 0.128 2.218 6.393 0.255 1.443 1.098 26.215 37.75
2019年 0.127 2.211 6.397 0.255 1.423 1.126 26.211 37.75

452 447 444 424
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４．財政 

松田町の財政規模は８０億円から１００億円前後まで拡大しており、このうち一般会計は 

５０億円から７０億円程度を占めています。 

２０１８年度以降の一般会計決算の歳出内訳をみると、２０１８年度は道路整備や町営住宅

整備事業等により土木費が多く（①）、２０２０・２０２１年度は松田小学校建設事業に伴う教

育費の増加（②）がみられます。また、福祉関連の費用の増加に加え、新型コロナの影響によ

る経済対策などもあり、２０２０・２０２１年度は民生費が大きく増加（③）しています。 

 

 
⼀般会計（決算）の推移（松田町歳入歳出決算書・2018〜2021 年） 

 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
町税 155,928 158,756 156,396 156,731 31.7% 34.1% 22.3% 21.9%

地方交付税 84,317 90,472 100,722 131,711 17.1% 19.5% 14.4% 18.4%

国庫支出金 67,812 47,126 206,135 178,211 13.8% 10.1% 29.4% 24.9%

県支出金 29,205 29,573 29,900 31,895 5.9% 6.4% 4.3% 4.5%

町債 67,830 49,360 69,870 122,090 13.8% 10.6% 10.0% 17.1%

その他 87,318 89,671 138,354 94,633 17.7% 19.3% 19.6% 13.2%

492,410 464,958 701,377 715,271

議会費 8,517 8,356 7,973 7,824 1.8% 1.9% 1.2% 1.2%

総務費 87,907 80,749 139,082 95,526 18.5% 18.3% 21.0% 14.4%

⺠生費 121,215 126,291 245,015 147,411 25.6% 28.7% 37.0% 22.3%

衛生費 38,157 31,490 33,958 43,547 8.0% 7.1% 5.1% 6.6%

農林水産業費 10,818 9,058 10,058 10,136 2.3% 2.1% 1.5% 1.5%

商工費 13,126 12,768 14,291 15,254 2.8% 2.9% 2.2% 2.3%

土木費 92,674 52,188 35,477 29,901 19.5% 11.8% 5.3% 4.5%

消防費 21,340 36,103 31,119 24,781 4.5% 8.2% 4.7% 3.7%

教育費 46,080 49,842 106,693 250,518 9.7% 11.3% 16.1% 37.8%

公債費 34,570 32,771 36,596 37,781 7.3% 7.4% 5.5% 5.7%

災害復旧費 ー 1,339 2,918 ー ー 0.3% 0.4% ー

474,405 440,955 663,179 662,680

歳
出

合計

⼀般会計決算（万円） ⼀般会計決算割合（％）

歳
入

合計

① 

② 

③ 
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６ 町⺠意向の変化 ※中間見直し時 
 

計画策定にあたって、まちづくりに対する町民の声を聞き計画に反映していくために、松

田町第６次総合計画中間見直しのためのまちづくり町民アンケート及び関係団体アンケート

等を実施しました。 

それぞれの概要や主な結果は以下の通りです。 
 

１．まちづくり町⺠アンケート 

（１）目的 
計画策定のための現状の把握及びまちづくりに関する意識の把握を目的に実施しました。

調査対象者は１６歳以上の男女各１,５００人（計３,０００人）とし、年齢層ごとの人口比に応

じた抽出を行いました。 

 

（２）調査概要 
調査時期 令和４年５月 

調査方法 郵送配付・郵送回収 

調査対象 １６歳以上の男女各１,５００人（計３,０００人） 

配布数 ３,０００票 

有効回収票 １,１２０票 

回収率 ３７.３％ 

 

（３）調査内容 
１）回答者自身のことについて 

２）松田町への定住に関する考えについて 

３）松田町のまちづくりについて 

４）協働(連携協力)のまちづくりについて 

５）昨今の社会情勢について 

６）まちづくりへの提言 
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（４）主な調査結果 
■まちの住みよさ 

・「とても住みよい」「どちらかを言えば住みよい」と回答した割合が 69.4％ 

・４年前の調査（67.5％）から住みよさは若干向上 

・住みやすい理由＝豊かな自然環境 

・住みにくい理由＝買い物等の利便性 

■施策の満足度・必要度 

・力をいれるべきまちづくりの取組＝暮らし・基盤分野、健康・福祉分野 

・最優先の改善が求められるもの 

＜暮らし・基盤＞＝「新松田駅・松田駅周辺の整備」、「骨格的道路網（国道・県道・幹線町

道）と生活道路」、「公共交通」 

＜経済・産業＞＝「商工業の振興」 

■まちづくり戦略プロジェクト 

・「新松田駅・松田駅周辺のまちづくりプロジェクト」の評価が高い 

・「コミュニティをさらに活性化する仕組みづくりプロジェクト」の評価が低い 

■昨今の社会情勢に係る取組 

・新型コロナに関して重視すべき取組＝医療支援、情報発信、低所得者支援等 

・ICT 活用が進むことで期待するサービス＝公衆 Wi-Fi、施設予約サービス、情報公開 
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２．関係団体アンケート 

（１）目的 
計画策定にあたって、町民主体の取組やテーマ別の課題、今後の意向等を把握し、新たな

アクションプログラムを検討するための基礎資料とすることを目的に実施しました。 

 

（２）調査概要 
調査時期 令和４年６月～７月 

調査方法 各担当課による対象団体への配布・回収 

調査対象 
町内で積極的に活動しているまちづくり団体（前期計画策定

時の対象団体を踏襲） 

回答団体 

９０団体（現総合計画の施策の柱別の回答団体数は以下のとおり） 

１ 健康・福祉… ２１団体 ４ 暮らし・基盤… ６団体 

２ 教育・文化… ８団体 ５ 自然・環境 … １９団体 

３ 経済・産業…  ９団体 ６ 実現手段  … ２７団体 

  

（３）調査内容 
１）団体の概要について 

２）前回調査時からの貴団体の活動の変化について 

３）松田町のまちづくり戦略プロジェクトについて 

４）SDGs＜持続可能な開発目標＞について 

 

（４）主な調査結果 
■4 年間の活動の変化 

・活動への参加者（利用者）の減少 

・（主な要因）新型コロナによる行事中止や活動自粛 

■特に必要な支援について 

・参加者や担い手の高齢化などが課題 

・（必要な支援）人材育成、活動の広報・情報発信支援、活動の場、機材・資金等の支援 

■まちづくり戦略プロジェクトに関するアイデア 

＜地域活動として＞ 

・人同士のつながりや交流による活動の活性化、子どもたちの活動への参加、自治会同

士のネットワーク化など 

＜地域活性化に向けて＞ 

・地元資源の活用による事業展開、公共交通と連携した地域活性化、駅周辺や松田山に

かけての整備など 
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３．まつだ子どもカフェ 

（１）目的 
松田町に在住または在学している子どもたちから、子どもたち目線のまちづくりについ

て意見を伺い、今後のまちづくりに反映させることを目的に実施しました。 

 

（２）開催方法 
西平畑公園ハーブ館（第１回）、生涯学習センター（第２回・第３回）に来て参加する対面方

式と、ＰＣで参加するオンライン（Ｚｏｏｍ）方式を組み合わせたハイブリッド方式で開催しまし

た。 

 

（３）開催日時 
回 日程 時間・対象 

第１回 令和 4 年 6 月２５日（土） 
第１部 13:00～14:30（小学生・中学生向け） 

第２部 15:30～17:00（高校生・大学生等向け） 
第２回 令和 4 年１０月１０日（月・祝） 

第３回 令和 4 年１２月１１日（日） 

 

（４）参加者数 
回 第 1 部（小学生・中学生向け） 第 2 部（高校生・大学生等向け） 

第１回 

10 名 

松田小学校 １年生 ２名、３年生  

２名、４年生 ２名、５年生 １名、 

６年生 ２名 

松田中学校 １年生 １名 

（全員対面での参加） 

9 名 

立花学園高等学校 ３年生 ９名 

（対面での参加が８名、オンラインでの参加が１名） 

第２回 

２１名 

松田小学校 １年生 １名、２年生 

１名、３年生 １名、４年生 ３名、 

５年生 ５名、６年生 １０名 

（全員対面での参加） 

２３名 

立花学園高等学校 ２年生 ２2名、３年生 １名  

（対面での参加が１８名、オンラインでの参加が５名） 

第３回 

1１名 

松田小学校 ２年生 １名、５年生 

２名、６年生 ８名  

（全員対面での参加） 

２１名 

立花学園高等学校 １年生 10 名、２年生 11 名 

（対面での参加が１８名、オンラインでの参加が３名） 
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（５）主な結果 
【第 1 回】 

■小学生・中学生からの提案 

・遊び場・公園に関する意見が多い。 

・サイクリングコースの整備やキャッチボールができる公園、雨の日に遊べる公園、山から

まちに滑ることができるすべり台などの意見があげられた。 

・狭い道や駅前の道の危険性、騒音の問題など、道路や環境に関する意見があげられた。 

■高校生からの提案 

・町の資源・発信、新たな魅力に関する意見が多く、特に、ボルダリング施設や町の名産品

の発信や様々な資源をセットにした新たな魅力づくりなどの提案があげられた。 

・学校から駅までの道の危険箇所や住宅地の帰り道の暗さなど、道路や環境に関する意

見があげられた。 
 

【第２回】 

■小学生・中学生からの提案 

・ボール遊びができる大きな公園づくり、自転車走行や歩道が安全な道路づくり、自然環

境を生かしたアスレチックなどの意見・提案があげられた。 

・自分たちでもできることとして、募金活動やインスタやツイッターによる情報発信、ポス

ターなどによる呼びかけなどがあげられた。 

■高校生からの提案 

・松田町を新たな魅力を考え、世界に発信するために、新たなイベント・特産品の提案や 

ＳＮＳ等を活用した発信や自然を活用した施設の発信、駅周辺の安全なまちづくり、イベ

ントを通じた子育てしやすいまちのＰＲなどの意見・提案があげられた。 

・自分たちでもできることとして、宣伝ポスターの作成やＳＮＳを活用した発信などがあ

げられた。 
 

【第３回】 

■小学生・中学生からの提案 

・きれいな町、トラブルが少ない町、人口や面積が大きい町、イベントが多い町で日本一

になることを考え、全部をつなげる「ＳＤＧｓで日本一になろう」の提案があげられた。 

・公園では、プールやお化け屋敷などの遊園地のような遊び方が提案された。 

・ひやりマップでは、歩道や橋の部分で道が狭くなっている箇所や川の水があふれる箇

所などの意見があげられた。 

■高校生からの提案 

・スポーツやイベントで若者を集めたり、やっこさんで情報発信をする方法が提案され

た。また、特産品や自然環境を活用して町の魅力を高める方法が提案された。 

・住みやすいまちにするためには、人が助け合い交流できること、店や交通の利便性を高

めることがあげられ、子育てするためには、地域で見守りながら安心できるまちが提案

された。 
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４．町政懇話会 

（１）目的 
寄地区と松田地区において、地区の課題やまちづくりに関する意見を伺い、今後のまち

づくりに反映させることを目的に実施しました。 

 

（２）開催方法 
寄地区は松田町立寄小学校体育館、松田地区は松田町生涯学習センター展示ホールにお

いて、まちづくりに関する意見交換を行い、町長から町の取組や今後の方向性について紹

介しました。 

 

（３）開催日時 
寄地区  ：令和 4 年 10 月 15 日(土) 10：00～11：30 

松田地区：令和 4 年 10 月 15 日(土) 14：00～15：30 

 

（４）参加者数 
寄地区 ： 6 名 

松田地区 ： １１名 

 

（５）主な結果 
■寄地区の意見・提案 

・みどりの風遊歩道の迂回路の周知や道の整備 

・新松田駅周辺への施設誘致 

・子どもが安心して気軽に遊べる公園の整備など 

・自治会活動の人手不足・高齢化（中津川周辺の管理など） 

・太陽光パネルの整備や廃棄における補助など 

■松田地区の意見・提案 

・新松田駅周辺整備に係るスケジュールや情報共有 

・スーパーが閉店することによる不安 

・パークゴルフ場の活用・管理運営など 

・（行政運営に関する意見）人口減少対策、避難所運営に関する相談体制、町からの情報

提供の強化など 
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５．地域座談会 

（１）目的 
地域座談会の開催希望があった自治会を対象として、自治会の課題やまちづくりに関す

る意見を伺い、今後のまちづくりに反映させることを目的に実施しました。 

 

（２）開催方法 
地域座談会の開催希望があった中丸自治会と城山自治会において、中丸自治会は中丸地

域集会施設、城山自治会は城山地域集会施設において、まちづくりに関する意見交換を行

い、町長から町の取組や今後の方向性について紹介しました。 

 

（３）開催日時 
中丸自治会：令和４年７月３日(火) １０：００～１１：４５ 

城山自治会：令和４年７月３日(火) １４：００～１６：００ 

 

（４）参加者数 
中丸自治会 : １５名 

城山自治会 : １２名 

 

（５）主な結果 
■中丸自治会の意見・提案 

・防災活動の強化 

・災害時の避難場所や備蓄品に関する意見 

・カラスの被害 

・子ども目線のまちづくり 

・空家対策など 

■城山自治会の意見・提案 

・自治会活動の強化 

・地域活動の人手不足 

・ごみ問題に関する意見 

・山道の危険箇所と対応の遅れへの指摘 

・生涯学習イベントの提案など 
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６．子育て世帯への意⾒募集 

（１）目的 
町内で子育てをされている中で、不安に思っていることや困っていること、今後、町に実

施してほしい取組やアイデアについて意見募集することを目的に実施しました。 

 

（２）意見聴取の方法 
子育て支援センター、松田幼稚園、寄幼稚園、さくら保育園、なのはな保育園、松田小学

校、寄小学校、松田中学校にチラシを配布し、松田町ＬＩＮＥ公式アカウントへメッセージを送

信する方法で意見を募集しました。 

 

（３）実施日時 
令和４年１０月２５日～令和４年１１月１０日まで 

 

（４）回答結果 
回答者数…３８名、ご意見の件数…８０件 

 

（５）主な結果 
■公園や遊び場、遊具の整備について 

・砂場がカチカチで遊べない 

・遊具がほしい 

・トイレをきれいにしてほしい など 

■経済的支援や家事・育児サポートについて 

・子どものインフルエンザ予防接種を補助してほしい 

・買い物券や医療費補助は助かる 

・共働きで母親の負担が大きい 

・体調不良のときに家事や食事の支援がほしい など 

■教育、保育について 

・部活動があまり選べない 

・ＰＴＡ役員が負担である 

・高校進学の情報がほしい 

・保育園等の入園手続きを簡素化してほしい 

・預かり時間延長もしくはこども園がほしい など 

■病院や買い物の利便性について 

・病院やスーパーが少ない 

・歩ける距離にスーパーかコンビニがほしい など 
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７ 社会情勢とまちの課題 ※中間見直し時 
 

昨今の社会情勢や松田町の現状から、後期まちづくりアクションプログラム策定にあたっ

てのまちの課題を以下のようにとりまとめます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪まちの課題≫ 

１．人口減少下における新たな人・企業の動き 
日本の人口は平成２０年をピークに減少局面にありますが、依然として東京圏への転入超

過が続き、その大半は若年層で近年は女性も増加傾向にあります。このため東京圏の出生

数の割合は増加傾向にあり、日本の人口の約３割が集中する東京一極集中に歯止めがかか

っていません。一方で、新型コロナウイルスの感染拡大によって、東京圏などの人口が集中

している地域から地方への人口移動や企業移転、働き方の変化によるリモートワーク推奨

など、東京圏周辺の移住・定住ニーズも高まりつつあります。 
 

 

本町においても人口減少が進んでいる一方で、ウィズコロナ社会において

は東京圏周辺への移住・定住ニーズの高まりや働き方の変化など、人や企業

の新たな動きもみられます。これらを機会として捉え、目標人口の確保に結び

付く施策の強化が求められます。 

移住・定住に向けては、子どもたちが成長しても松田町に住み続けたい、あ

るいは進学や就職などで一旦町外に出たとしても故郷・松田町に戻って子育

てをしたいと思えるよう、子どもの目線にたったまちづくりに取り組むことが

重要です。そのためには、子どもカフェで提案された子どもが遊びやすい公園

づくり、安全な道路環境、松田町の魅力の発信、駅周辺や自然環境を生かした

まちづくりなどの意見を受け止め、まちづくり戦略プロジェクトと連携しなが

ら優先的に取り組む必要があります。 
  

内部環境（４年間の変化） 外部環境（昨今の社会情勢） 

 人口減少下における新たな人・企業の

動き 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大

による「新たな日常」 

 Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０の推進や自治体ＤＸの 

推進 

 全国で頻発化する自然災害 

 脱炭素社会への対応 

 ＳＤＧｓ未来都市の選定 

・まちづくり町民アンケート調査 

・関係団体アンケート調査 

・まつだ子どもカフェ 

・町政懇話会 ・地域座談会 

・子育て世帯への意見募集 

町
民
意
向 

・近年の転出超過による人口減少により、

将来目標人口を下回ることが懸念 

・松田庶子、寄地区で人口・世帯数が減少 

・新型コロナによる鉄道利用者の減少 

・松田小学校建設事業などの教育費や新

型コロナ対策による民生費の歳出増加 

人
口
動
向
等 
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２．新型コロナウイルス感染症の感染拡大による「新たな日常」 
世界的に広がっている新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤー１９）は、医療分野のみならず

社会全体に甚大な影響を与え、人々の意識や行動に大きな変化をもたらしました。緊急事

態宣言等が発出され、全国各地で飲食業や観光業、商工業など幅広い産業が打撃を受けま

した。今後は、感染症リスクの縮減と暮らし方や働き方等との調和による「新たな日常」が定

着した社会に向けて、ライフスタイルの大きな転換期を迎えています。 
 

 

本町においても引き続き感染症対策に取り組みながら、町民の安心な暮ら

しと地域経済の活性化が調和した「新たな日常」が定着するよう、未病の戦略

的エリアとしての特性を生かした新たな暮らし方や働き方への対応が求めら

れています。 

関係団体アンケートや町政懇話会・地域座談会であげられたコロナ禍におけ

る地域活動・事業活動の衰退などの課題に対しても、重点的に取り組む必要

があります。 
 

３．Society5.0 の推進や自治体 DX の推進 
「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」とは、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、第５世代となる新

たな社会を生み出す変革を科学技術イノベーションが先導していくという考え方です。政府

はデジタル通信技術等を最大限に活用し、人々に豊かさをもたらす「超スマート社会」を未

来社会の姿として示しています。自治体においてもデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）

により行政サービスの効率化やサービス向上を推進していくことが求められています。 
 

 

本町においてもＩＣＴの活用や行政手続のオンライン化等によるスマート自

治体への変革を推進しています。引き続き、マイナンバーカードの普及等によ

る行政サービスの効率化や生産性向上に向けた業務の見直しなど、自治体Ｄ

Ｘの推進に取り組むとともに、新たな科学技術を活用したまちづくりへの展開

に取り組んでいく必要があります。 
 

４．全国で頻発化する自然災害 
令和元年１０月に関東甲信越や東北地方などを襲った台風１９号や令和２年７月に九州や中

部地方などを襲った豪雨のように、近年は自然災害の頻発化、激甚化が顕著になっていま

す。今後も大規模な災害の発生が予測されており、様々な状況に対応した防災・減災の対策

が求められています。 
 

 

平時から大規模災害などに対する備えを行い、災害による被害から迅速に

回復する強靭なまちを作り上げるため、本町では令和３年に「松田町国土強靭

化計画」を策定しました。地域の強靭化に向けて関係部署と連携をとりなが

ら、町民の暮らしと命を守る体制を構築していく必要があります。 
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５．脱炭素社会への対応 
地球温暖化は私たちの生活に様々な影響を及ぼしています。このため、地球温暖化の原因

と考えられる二酸化炭素の削減からより一歩進んで、排出量を実質ゼロにする社会の構築

が急がれています。令和２年１０月には、当時の菅総理大臣が「２０５０年までに、温室効果ガ

スの排出を全体としてゼロにする、すなわち２０５０年カーボンニュートラル、脱炭素社会の

実現を目指す」ことを宣言しました。 
 

 

本町では令和３年にゼロカーボンシティを宣言しました。現在、地域の持続

的発展に資するよう、太陽光、太陽熱、バイオマスなどの再生可能エネルギー

の適切な導入促進を図るため、「再生可能エネルギーの利用等の促進に関す

る条例」を制定しており、今後も二酸化炭素の排出量削減から排出ゼロに向け

て、行政・町民・事業者等が一体となって、一段と取組を強化していく必要が

あります。 
 

６．SDGs 未来都市の選定 
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは、平成２７（２０１５）年９月の国連サミットで採択された

「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記載された、２０３０年までに持続可能でよ

りよい世界を実現するための国際目標です。１７のゴール・１６９のターゲットから構成され、

「地球上の誰一人として取り残さない」ことを誓っています。ＳＤＧｓは発展途上国のみなら

ず、先進国自身も取り組む普遍的なものであるため、日本としても積極的に持続可能で多

様性（ダイバーシティ）と包摂性（インクルージョン）のある社会の実現を目指しています。 
 

 

本町は令和３年５月、地方創生ＳＤＧｓの達成に向け、優れたＳＤＧｓの取組

を提案する地方自治体である「ＳＤＧｓ未来都市」に選定され、「ＳＤＧｓ未来都

市計画」のもとで「誰一人取り残さない！笑顔あふれる幸せのまち 松田」の

実現に向け、ＳＤＧｓの取組を推進しています。今後も町民・議会・行政が一丸

となって、その成果を共有し取組を広げていくことが期待されています。 
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８ 用語解説 
 

【あ⾏】 

ICT 
Information & Communication Technology

の略。情報通信技術のこと。従来から使われて
いた IT（Information Technology）に替わって、
通信ネットワークによって情報が流通するこ
との重要性を意識して使用される。 

 
空家・空地バンク 

町内にある空家空地について、賃貸・売買を
希望する所有者から物件の情報を登録しても
らい、その情報を町のホームページ等に公開し
て、町外からの移住希望者に紹介する仕組み。 

 
あんしんメール 

町⺠の安全・安心を確保するため、事前に登
録していただいた携帯電話やパソコンのメー
ルアドレスに情報をリアルタイムに配信する
もの。災害に関する警報や防災情報防犯や犯罪
情報、振り込め詐欺や空き巣情報などを配信し
ている。 

 
インバウンド 

Inbound という、入ってくる・内向きのとい
う意味を持つ英単語。転じて、「海外から国内
へ入って来る観光客」を指す。 

 
ウィズコロナ 

新型コロナウイルスの感染対策を適切に講
じながら、社会経済活動を進めていくこと。 

 
ALT 

Assistant Language Teacher の略。教育委員
会や学校で、外国語担当指導主事または外国語
担当教員等の助手として職務に従事する、外国
人⻘年の外国語指導助手。 

 
 

SNS 
Social Networking Service の略。登録した利

用者だけが参加できるインターネットの Web
サイトのこと。 

 
LGBTQ 

Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay
（ゲイ、男性同性愛者）、Bisexual（バイセクシ
ュアル、両性愛者）、Transgender（トランスジ
ェンダー、性自認が出生時に割り当てられた性
別とは異なる人）、Queer や Questioning（ク
イアやクエスチョニング）の頭文字をとった言
葉で、性的マイノリティ（性的少数者）を表す
総称のひとつ。 

 
応急危険度判定士 

地震発生後に被災地の建築物の危険度を判
定する有資格者。 

 
【か⾏】 

合併処理浄化槽 
生活排水のうち、し尿（トイレ汚水）と雑排

水（台所や風呂、洗濯などからの排水）を併せ
て処理することができる浄化槽のこと。 

 
カーボンニュートラル 

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ
ること。 
 
機能別消防団員 

平日の昼間に出動できる団員が少ないこと
から、消防団員や消防職員ＯＢなどを団員と同
じ非常勤特別職の地方公務員として任用し、平
日日中の災害時など、従事可能な活動だけに参
加することができるようにし、平日の防災力を
補完するための制度。 
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橋梁⻑寿命化修繕計画 
老朽化する橋梁の安全性を確保し、今後の修

繕・架替えに伴う総合的な費用を縮減するため、
橋梁の⻑寿命化を目的とした修繕計画。 

 
クールチョイス（COOLCHOICE） 

2030 年度の温室効果ガスの排出量を 2013
年度比で 26％削減するという目標達成のため
に、日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・
サービス・行動など、温暖化対策のためのあら
ゆる「賢い選択」をする国⺠運動で、みんなが
一丸となって温暖化防止のための選択を行っ
てもらうため、統一ロゴマークを設定し、広く
呼びかけていく活動。 

 
グローバル人材 

国内だけなく、海外の人々とも円滑なコミュ
ニケーションを取ることができ、世界を舞台に
活躍できる人材のこと。 
 
景観計画 

平成 16 年 6 月に施行された「景観法」に基
づき、景観行政団体が策定する良好な景観の形
成に関する計画のこと。 

 
健康増進計画 

運動や栄養・食生活、生活習慣病対策、飲酒・
喫煙、⻭の健康、こころの健康などを具体的な
取組に掲げ、健康増進や維持、病気などの予防
につながるように、町⺠一人ひとりの生活習慣
改善を推進しようとする計画。 

 
建築協定 

住宅地としての環境または、商店街としての
利便を⾼度に維持増進するなどのため、土地所
有者等の全員の合意によって、建築基準法に決
められた最低限の基準に加え、それ以上のきめ
細かい基準を定めて、互いに守りあっていくこ
とを約束する制度。 

 
 

 

後期⾼齢者医療制度 
75 歳以上（一定の障がいがある場合は 65 歳

以上）の人が加入する医療制度。被保険者は所
得に応じた保険料（居住する都道府県ごとに決
定）を年金からの天引きなどで納付する。医療
機関窓口における負担割合は原則 1 割（現役並
みの所得者は３割）。 

 
合計特殊出生率 

15 歳〜49 歳までの女性の年齢別出生率を合
計したもので、1 人の女性が一生の間に生む⼦
どもの数。 

 
交通弱者 

自動車中心の社会において、年少者、要介護
者、一部の⾼齢者や障がい者など、自分で運転
することができず、自家用の交通手段がないた
め公共交通機関に頼らざるを得ない人。とくに
公共交通機関が整備されていないため、買い物
など日常的な移動にも不自由を強いられてい
る人をさす。 

 
子ども・子育て支援事業計画 

⼦ども・⼦育て支援法に基づき町村が策定す
る計画。地域にいる⼦育て世帯の現況と将来的
なニーズを勘案した上で、⼦どもの教育・保育、
⼦育て世帯の支援を総合的に推進することを
目的とする。 

 
コミュニティ・スクール（学校運営協議会） 

学校と地域住⺠等が力を合わせて学校の運
営に取り組むことが可能となる「地域とともに
ある学校」への転換を図るための仕組みで、「学
校運営協議会制度」を導入している学校のこと。 

 
【さ⾏】 

再生可能エネルギー 
太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中

の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスな
ど、繰り返し永続的に利用することができると
認められるエネルギー源。 
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再生可能エネルギーの利用等の促進に関す
る条例 

町の美しい自然環境及び景観、町⺠の安心・
安全な生活環境を守り、次世代へ繋ぎながら、
地域の持続的発展に資するよう再生可能エネ
ルギーの適切な導入促進並びに現在使用して
いるエネルギーの節約及び効率化を図ること
を目的とした条例。 

 
３Ｒ運動 

環境と経済が両立した循環型社会を形成し
ていくため、リデュース、リユース、リサイク
ルの３つの取組の頭文字をとったもの。 
 
幸せリーグ 

住⺠が感じる「幸福度」の向上を行政の目標
にしようと、東京都荒川区の呼びかけではじま
った住⺠の幸福実感向上を目指す基礎自治体
連合の通称。全国の 83 基礎自治体で構成され、
自治体相互の連携と、学びあいながら切磋琢磨
し、誰もが幸福を実感できるあたたかい地域社
会の実現を目指し、他の先進自治体との情報交
換、調査研究を行う。 

 
ジェンダー平等 

社会的または文化的につくられる性を理由
にした差別をなくし、すべての人が平等に自由
でいられる権利を持つこと。 
 
市街化区域 

都市計画法による都市計画区域のうち、すで
に市街地を形成している区域および今後優先
的かつ計画的に市街化を図るべき区域。 
 
自主防災組織 

地域住⺠が主体的に結成する防災組織のこ
と。日頃から住⺠同士が協力・連携して災害に
備えた様々な取組を実践するとともに、災害時
には地域の被害を最小限にくい止めるための
活動を行う。 

 
 

 

自治会職員担当制度 
協働・連携協力によるまちづくりを推進する

ため、希望する自治会に職員を配置し、地域活
動の活性化等を図ることを目的とする制度。 

 
自治基本条例 

地域における自治のあり方、町⺠・行政相互
の役割分担の考え方を明らかにするためのル
ールを定めることを目的とした条例。 

 
指定管理者制度 

地方自治体が所管する公の施設の管理、運営
について、⺠間事業会社を含む法人やその他の
団体に委託することができる制度。公の施設の
管理、運営に⺠間等のノウハウを導入すること
で効率化を目指す。 

 
ジビエ処理加工 

ジビエとはフランス語で狩猟により食材と
して捕獲された野生の⿃獣、またはその肉のこ
と。食用として加工を行う場合は食品衛生法上
の規制対象となり、基準に適合する処理加工を
行うことが必要となる。 

 
ジュニアリーダー 

⼦どもたちの自主的な活動を下支えする、リ
ーダー的な役割を担う⻘少年のこと。 

 
生涯学習人財バンク 

生涯学習の広い分野で知識・技能・経験を持
つ方に登録していただき、その情報を指導者や
講師を探す個人・団体等に提供するもの。 

 
障害者差別解消法 

共生社会を目指し、障がいを理由とする差別
の解消を推進するため、国や自治体、企業や店
舗などの事業者に対し、正当な理由なく障がい
を理由として差別することを禁止し、障がい者
の求めに応じて社会的なバリアを取り除く努
力を求めた法律。 
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障害者総合支援法 
地域社会における障がい者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律。「障
害者自立支援法」の一部を改正し（障がい者の
定義に難病等を追加、重度訪問介護の対象者拡
大、ケアホームからグループホームへの一元化
など）、名称を変更したもの。 

 
情報モラル 

情報社会で適正な活動を行うために求めら
れる道徳・倫理のこと。 

 
人権擁護委員 

人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受け
たり、人権の考えを広める活動をしている⺠間
ボランティア。 

 
森林環境譲与税 

パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温
室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等
を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安
定的に確保する観点から、森林環境税及び森林
環境譲与税が創設され、森林環境譲与税は
2019 年度から市町村及び都道府県に譲与され
る。 
 
SKY 圏 

静岡県東部地域、神奈川県⻄部地域及び⼭梨
県東部地域からなる富士箱根伊豆地域交流圏
市町村ネットワーク。三県の頭文字（S=静岡、
K=神奈川、Y=⼭梨）を取って SKY 広域圏と
呼ばれる。 

 
スポーツコミッション 

地方公共団体、スポーツ団体、⺠間企業等が
一体となり、スポーツによるまちづくり・地域
活性化を推進していく組織の総称。 
 
スポーツツーリズム 

スポーツを見に行くための旅行およびそれ
に伴う周辺観光や、スポーツを支える人々との
交流などスポーツに関わる様々な旅行のこと。 

 
 

 

スマートハウス 
IT（情報技術）を使って家庭内のエネルギー

消費が最適に制御された住宅。具体的には、太
陽光発電システムや蓄電池などのエネルギー
機器、家電、住宅機器などをコントロールし、
エネルギーマネジメントを行うことで、CO2
排出の削減を実現する省エネ住宅であり、スマ
ートハウス（＝賢い住宅）と呼ばれる。 

 
成年後見制度 

認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由
で判断能力の不十分な人たちを保護し支援す
る制度。不動産や預貯金などの財産管理や介護
サービス、入所施設との契約、遺産分割などの
場面で本人が不利益にならないように支援す
る。 

 
セーフティネット 

社会保障の一種で、網の目のように救済策を
張ることで、全体に対して安全や安心を提供す
るための仕組みのこと。 
 
ゼロカーボンシティ 

2050 年に CO2（⼆酸化炭素）排出量を実質
ゼロにすることを表明した自治体のこと。 

 
【た⾏】 

ダイバーシティ 
「多様性」を意味し、性別・国籍・人種・年

齢など様々な違いを問わず多様な人材を認め、
活用する社会のこと。 
 
男女共同参画社会 

男女が、社会の対等な構成員として自らの意
思であらゆる分野の活動に参画する機会を持
ち、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的
利益を享受することができ、ともに責任を担う
社会。 
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地域の茶の間 
自宅のお茶の間にいるような気分で、お茶飲

み会やレクリエーションなどをして自由に過
ごせる場所を地域のなかにつくり出そうとす
るもので、地域集会施設などを利用して活動す
るもの。 

 
地域福祉計画 

地域における住⺠同士のつながりが希薄化
したことにより、さまざまな問題が起こってい
る昨今、家庭や地域での「ふれあい」や「ささ
えあい」が何より大切であることから、公的サ
ービスを基盤としながら参加型福祉社会を構
築して、1 人ひとりの尊厳が尊重された地域社
会を目指す計画。 

 
地域包括ケア（システム） 

⾼齢者に対して住まい・医療・介護・予防・
生活支援を包括的に提供するための仕組みの
こと。 
 
地域防災計画 

本町に係る地震や風水害等の災害対策につ
いて、町及び関係機関が対応すべき事務⼜は業
務について総合的な指針を定めたもの。この計
画を基に災害予防、災害応急対策及び災害復旧
等を総合的・計画的に実施することにより、地
域と町⺠の生命、身体及び財産を災害から保護
し、社会秩序の維持と公共の福祉の確保を図る
ことを目的とする計画。 

 
地球温暖化 

大気中の温室効果ガスの量が人為的な活動
によって増え続けることにより、地球の平均気
温が少しずつ上昇していく現象。寒冷地の氷の
流失と海面上昇、異常気象、動植物の生息域の
変化などが既に観測されており、地球温暖化が
もたらす地球環境や生態系などへの影響は非
常に大きいものとされる。 

 
 

 

地区計画 
都市計画法に基づいて定める特定の地区・街

区レベルの都市計画。それぞれの地区の特性に
ふさわしいまちづくりを誘導するため、住⺠の
合意に基づいて、地区の目標や方針、道路・公
園などの位置や建築物の用途や規模、形態など
の制限をきめ細かく定める。 

 
地産地消 

食に対する安全を求める⾼まりのなかで、地
元で生産された安全で安心な食材を地元で消
費していこうとする動き。 

 
DX 

「Digital Transformation（デジタル・トラン
スフォーメーション）」の略。デジタル化によ
り社会や生活の形・スタイルが変わること。 

 
出前講座 

町⺠が主催する勉強会、研究会等に町が講師
等を派遣し、町政に対する説明や専門知識をい
かした実習などに関する講座を行う。 

 
テレワーク 

ICT（情報通信技術）を利用し、時間や場所
を有効に活用できる柔軟な働き方のこと。 
 
土石流 

土砂が水（雨水や地下水）と混合して、河川・
渓流などを流下する現象のこと。土砂災害の原
因の一つ。⼭津波（やまつなみ）、⼭崩れ、地
すべりともいう。 

 
ドッグラン 

犬の飼い主が管理の上、隔離されたスペース
のなかで引き綱をはずし自由に運動させるこ
とができる場所や施設。 
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【な⾏】 
認知症 

脳機能の低下により、さまざまな障がい（記
憶障がいや判断力の低下、うつや無気力、暴力
行動や徘徊など）が起こり、日常生活に支障が
出ている状態のこと。 

 
認知症カフェ 

認知症の本人と家族が、地域住⺠や介護・福
祉・医療の専門家と身近な場所で集い、交流で
きる場のこと。常設ではなくイベントとして定
期的に開催される。 

 
農泊 

農⼭漁村において日本ならではの伝統的な
生活体験と農村地域の人々との交流を楽しみ、
農家⺠宿、古⺠家を活用した宿泊施設など、多
様な宿泊手段により旅行者にその土地の魅力
を味わってもらう農⼭漁村滞在型旅行のこと。 

 
【は⾏】 

パブリックコメント 
意見公募手続き。公的機関が計画などを策定

するにあたって、事前にその案を示し、広く公
に意見や情報を募集すること。 

 
バリアフリー 

道路や建物内の段差など、物理的な障壁を取
り除き、生活しやすくすること。 

 
PFI 

「Private Finance Initiative（プライベート・
ファイナンス・イニシアティブ）」の略。公共
施設等の建設、維持管理、運営等を⺠間の資金、
経営能力及び技術的能力を活用して行う新し
い手法。⺠間の資金、経営能力、技術的能力を
活用することにより、国や地方公共団体等が直
接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サ
ービスを提供できる。 

 
 

 

PDCA サイクル 
Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）

→ Act（改善）の４段階を繰り返すことによっ
て、業務を継続的に改善する、生産技術におけ
る品質管理などの継続的改善手法。 

 
PPP 

「Public Private Partnership（パブリック・
プライベート・パートナーシップ）」の略。公
共サービスの提供に⺠間が参画する手法を幅
広く捉えた概念。 
 
病院群輪番制 

地域内の病院群が共同連帯して、輪番制方式
により休日・夜間等における重症救急患者の診
療を受け入れる体制を整備すること。 

 
フェアトレード 

生産者が人間らしく暮らし、より良い暮らし
を目指すため、正当な値段で作られたものを売
り買いすること。 
 
ファミリー・サポート・センター 

乳幼児や小学生の児童をもつ⼦育て中の人
を対象として、児童の預かりなどをするための
サービスの調整機関。児童の預かりなどをして
ほしい人は利用会員に、児童を預かってもよい
という人は協力会員になり、地域のなかで相互
に援助しあうシステム。 

 
ふれあい相談員 

地域福祉を推進するため、地域のなかで福祉
活動をおこなう体制づくり、町や社会福祉協議
会等の関係へのつなぎ役をおこなっていただ
く方。 

 
ペーパーレス化 

「紙」の使用を減らし、デジタル化したデー
タを管理・活用していくことで、業務効率を上
げる取組のこと。 
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防災士 
社会の様々な場で減災と社会の防災力向上

のための活動が期待され、かつ、そのために十
分な意識・知識・技能を有するものとして、
NPO 法人日本防災士機構が認定したもの。 

 
【ま⾏】 

マイナンバー 
国が国⺠一人ひとりに 12 桁の個人番号を交

付し、納税や公共サービスの受給状況などを一
元的に把握出来るようにする制度。社会保障の
受給や税負担における不正の防止、行政手続き
の簡素化などに役立てられる。 

 
まちづくり条例 

「良好な自然景観の保全と快適な生活環境
の確保」を基本理念とし、町⺠と町が一体とな
ってまちづくりを推進することを目標に、
1996 年 12 月に制定された条例。真に快適でう
るおいある生活環境を創出するため、まちづく
り全般に幅広い規定を設け、個性を生かした魅
力あるまちづくりを目指す。 

 
まつだ乾杯条例 

「地元産の飲み物で乾杯」を合言葉に、地元
産飲料地酒等による乾杯を推進することによ
り、地元産飲料地酒等の普及促進を図りながら、
町内の農業や産業の活性化及び町⺠の郷土愛
を作り上げることを目的とするもの。 

 
⺠生委員児童委員 

⺠生委員は、厚生労働大⾂から委嘱され、そ
れぞれの地域において、常に住⺠の立場に立っ
て相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の
増進に努める地域に暮らす担当者。⺠生委員は
児童委員を兼ね、児童委員は、地域の⼦どもた
ちが元気に安心して暮らせるように、⼦どもた
ちを見守り、⼦育ての不安や妊娠中の心配ごと
などの相談・支援等を行う。一部の児童委員は
児童に関することを専門的に担当する「主任児
童委員」の指名を受ける。 

 
 

 

未病センター 
手軽に健康状態や体力等をチェックし、その

結果に基づくアドバイスや「未病改善」の取組
のための情報を受けられる場のこと。 

 
木質バイオマスエネルギー 

森林の間伐材や街路樹の剪定（せんてい）枝
など木材由来の有機性資源（バイオマス）を利
用したエネルギー。燃やすと⼆酸化炭素（CO2）
が発生するが、木は成⻑時に CO2 を吸収する
ため排出量はプラスマイナスゼロになる。 

 
【や⾏】 

有害鳥獣 
人畜や農作物などに被害を与える⿃獣。クマ、

シカ、イノシシ、カラスなどが市街地や農地に
入り込み、何らかの被害をおよぼした場合にい
う。 

 
ユニバーサルデザイン 

⾼齢者や身体障がい者という特定の人に限
定せず、また、あらゆる体格、年齢、障がいの
度合いに関係なく、できるだけ多くの人々が利
用可能であるように製品、建物、空間等をデザ
インすること。 

 
ライフライン 

電気・ガス・水道等の公共公益設備や電話や
インターネット等の通信設備、圏内外に各種物
品を搬出入する運送や人の移動に用いる鉄道
等の物流機関など、都市機能を維持し人々が日
常生活を送る上で必須の諸設備をいう。 

 
立地適正化計画 

持続可能な都市構造への再構築を目指し、人
口減少社会に対応したコンパクトシティを実
現するためのマスタープランであり、市町村が
必要に応じて策定する計画。 

 
リノベーション 

既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途
や機能を変更して性能を向上させたり価値を
⾼めたりすること。
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